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中国電力株式会社島根原子力発電所原子炉施設保安規定の
変更に関する審査結果 

 

原 規 規 発 第 ２ ０ ０ ９ １ ７ ８ 号 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ７ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

Ⅰ．審査結果 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、令和２年５月２９日付け

電原運第２０２０－２９号（令和２年８月３１日付け電原運第２０２０－５６号をもって

一部補正）をもって、中国電力株式会社（以下「申請者」という。）から、核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規

制法」という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき申請された島根原子力発電所

原子炉施設保安規定（以下「島根保安規定」という。）変更認可申請書が、原子炉等規制法

第４３条の３の２４第２項第１号に定める発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けた

ところによるものでないことに該当するかどうか、同項第２号に定める核燃料物質若しく

は核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないも

のであることに該当するかどうかについて審査した。 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第２号に定める「核燃料物質若しくは

核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないもの

であること」に該当するかどうかについては、第１編（運転段階）は、実用発電用原子炉

及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準（原規技発第１３０６１

９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定）。以下「運転炉保安規定審査基準」

という。）、第２編（廃止措置段階）は、廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規

定の審査基準（原管廃発第１３１１２７１５号（平成２５年１１月２７日原子力規制委員

会決定）。以下「廃止措置炉保安規定審査基準」という。）（以下これらを総称して「保安規

定審査基準」という。）を基に判断した。 

審査の結果、本申請は、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項各号のいずれにも該

当しないと認められる。 

具体的な審査の内容等については以下のとおり。 

 

Ⅱ．申請の概要 

申請者が提出した島根保安規定変更認可申請書によれば、変更の概要は以下のとおりで

ある。 

１．原子力規制における検査制度の見直しに伴う変更 

原子炉等規制法の一部改正に伴い、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭

和５３年通商産業省令第７７号。以下「実用炉規則」という。）の一部が改正され、原
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子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２

年原子力規制委員会規則第２号。以下「品質管理基準規則」という。）が制定されたこ

とから、関連する条文を変更し、新規条文を追加する。 

 

２．監査業務の見直し等に伴う変更 

監査業務の見直し、独立監査組織における関係法令等の遵守に係る活動体制の見直し

及び組織改正に伴い、関係法令及び保安規定の遵守のための体制、品質マネジメントシ

ステム、保安に関する組織並びに保安に関する職務の変更を行う。 

 

Ⅲ．審査の内容 

Ⅲ－１．原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第１号 

規制庁は、本申請について、以下に掲げる事項等を確認したことから、発電用原子炉

の設置又は変更の許可を受けたところによるものでないことに該当しないと判断した。 

１．原子力規制における検査制度の見直しに伴う変更 

① 品質マネジメントシステム及び保安に関する職務について、保安規定に定める品

質マネジメントシステム等が、発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けた発電

用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する

事項の内容等と整合していること 

② 運転管理について、保安規定に定める運転上の制限等が、発電用原子炉の設置又

は変更の許可を受けた発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の内容等と整合し

ていること 

③ 燃料管理について、保安規定に定める燃料の取替、使用済燃料の貯蔵等が、発電

用原子炉の設置又は変更の許可を受けた発電用原子炉施設の位置、構造及び設備

の内容等と整合していること 

④ 放射性廃棄物管理及び放射線管理について、保安規定に定めるこれらの管理に係

る基本方針等が、発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けた発電用原子炉施設

における放射線の管理に関する事項の内容等と整合していること 

⑤ 施設管理について、保安規定に定める使用前事業者検査の実施等が、発電用原子

炉の設置又は変更の許可を受けた発電用原子炉施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項の内容等と整合していること 

⑥ 記録および報告について、発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けた発電用原

子炉施設の安全設計に関する説明書の記録及び報告の内容と整合していること 

 

２．監査業務の見直し等に伴う変更 

保安規定に定める関係法令及び保安規定の遵守のための体制、品質マネジメントシ

ステム、保安に関する組織並びに保安に関する職務について、発電用原子炉の設置又

は変更の許可を受けた発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項の内容と整合していること。 
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Ⅲ－２．原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第２号 

規制庁は、本申請について、以下に掲げる事項等を確認したことから、災害の防止上

十分でないものであることに該当しないと判断した。 

なお、ここで用いる号番号は、特に断りのない限り実用炉規則第９２条第１項各号及

び第３項各号を表している。 

 

１．原子力規制における検査制度の見直しに伴う変更 

（１）第１項第２号並びに第３項第２号及び第３号（品質マネジメントシステム） 

第１項第２号及び第３項第２号について、保安規定審査基準は、品質マネジメン

トシステムが、品質管理基準規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１２２５７号－２（令

和元年１２月２５日原子力規制委員会決定）。以下「品質管理基準規則解釈」とい

う。）を踏まえて定められていること等を求めている。また、第３項第３号につい

て、廃止措置炉保安規定審査基準は、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等を定

めること等を求めている。 

規制庁は、品質管理基準規則及び品質管理基準規則解釈を踏まえて品質マネジメ

ントシステム計画が定められ、当該品質マネジメントシステム計画において安全文

化の育成及び維持に関することを含め保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る

仕組みをその保安活動の重要度に応じた管理とすることが定められていること等

を確認したことから、第１項第２号並びに第３項第２号及び第３号に関する保安規

定審査基準を満足していると判断した。 

 

（２）第１項第３号（発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織）及び

第３項第４号（廃止措置を行う者の職務及び組織） 

第１項第３号及び第３項第４号について、保安規定審査基準は、本店及び工場又

は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組

織及び各職位の職務内容が定められていることを求めている。 

規制庁は、使用前事業者検査等における独立性を確保するために必要な場合は、

各職位の内容によらず使用前事業者検査等を実施することを各職位の職務として

定めていることを確認したことから、第１項第３号及び第３項第４号に関する保安

規定審査基準を満足していると判断した。 

 

（３）第１項第８号イからハまで（発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき

事項、異状があった場合の措置等） 

第１項第８号イからハまでについて、運転炉保安規定審査基準は、発電用原子炉

の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確認すべき事項が定められている

こと、サーベイランス（安全機能を有する系統及び機器、重大事故等対処設備等に
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ついて運転状態に対応した運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）を逸脱してい

ないことの確認をいう。）の実施方法について、確認する機能が必要となる事故時

等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下「実条件性能確認」とい

う。）するために十分な方法が定められていること、ＬＣＯが設定されている設備

等について、予防保全を目的とした保全作業をその機能が要求されている発電用原

子炉の状態においてやむを得ず行う場合の必要な安全措置に対する確率論的リス

ク評価等を用いた措置の有効性を検証することが定められていること等を求めて

いる。 

規制庁は、以下に掲げる事項等を確認したことから、第１項第８号イからハまで

に関する運転炉保安規定審査基準を満足していると判断した。 

① 運転に必要な監視項目を定め、運転管理業務として定めていること 

② ＬＣＯの確認に当たって、実条件性能確認を行うために十分な方法（事故時

等の条件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認に相当する方法

であることを検証した代替の方法を含む。）により行うこと 

③ 発電用原子炉の設置若しくは変更の許可又は設計及び工事の計画の認可に

基づく要求事項と定期事業者検査として実施する定期試験、月例で実施する

定期試験等で確認している範囲とを整理し、実条件性能確認として新たにほ

う酸水注入系の主要な電動弁の開確認並びに中央制御室非常用循環系のフ

ァン及びダンパの動作確認を 1か月に１回行うとしていること 

 

（４）第１項第１１号及び第３項第１０号（線量、線量当量、汚染の除去等） 

第１項第１１号及び第３項第１０号について、保安規定審査基準は、ＡＬＡＲＡ

の精神にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定められてい

ること、核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）の工

場又は事業所外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するも

のを除く。）が定められていること等を求めている。 

規制庁は、発電所における放射線管理に係る保安活動について放射線による従業

員等の被ばくを定められた限度以下であって、かつ、合理的に達成可能な限り低い

水準に保つよう実施することが放射線管理に係る基本方針として定められている

こと、核燃料物質等を発電所外に運搬する場合の措置として、運搬前に確認する事

項等が定められていることを確認したことから、第１項第１１号及び第３項第１０

号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。 

 

（５）第１項第１２号及び第３項第１１号（放射線測定器の管理及び放射線の測定の方

法） 

第１項第１２号及び第３項第１１号について、保安規定審査基準は、放射線測定

器の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使用方法が定められて

いることを求めている。 
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規制庁は、放出管理用計測器及び放射線計測器類について、必要な数量を定め、

定期的に点検を実施し、機能維持を図ることが定められていること等を確認したこ

とから、第１項第１２号及び第３項第１１号に関する保安規定審査基準を満足して

いると判断した。 

 

（６）第１項第１３号及び第３項第１２号（核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵等） 

第１項第１３号及び第３項第１２号について、保安規定審査基準は、新燃料及び

使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での

運搬中に関するものを除く。）に関することが定められていること、取替炉心の安

全性評価を許可を受けたところによる安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施

計画を定めること（運転段階の発電用原子炉に限る。）等が定められていること等

を求めている。 

規制庁は、以下に掲げる事項等を確認したことから、第１項第１３号及び第３項

第１２号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。 

① 新燃料及び使用済燃料を管理区域外に運搬する場合の措置として、運搬前に

確認する事項、運搬に関する承認行為等が定められていること 

② 運転段階の発電用原子炉において、取替炉心が許可に基づく制限値を満足す

ることを確認するために取替炉心の安全性評価を行い、燃料取替実施計画を

定めること、当該評価に用いる計算コードの妥当性を確認する体制をあらか

じめ定めること 

 

（７）第１項第１４号及び第３項第１３号（放射性廃棄物の廃棄） 

第１項第１４号及び第３項第１３号について、保安規定審査基準は、放射性液体

廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄（放射性

廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること、放射性固

体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運

搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されていることが明記されているこ

と、平常時の環境放射線モニタリングの実施体制について定められていること、Ａ

ＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定められていること等

を求めている。 

規制庁は、以下に掲げる事項を確認したことから、第１項第１４号及び第３項第

１３号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。 

① 発電所における放射性廃棄物に係る保安活動について放射性物質の放出に

よる公衆の被ばくを定められた限度以下であって、かつ、合理的に達成可能

な限り低い水準に保つよう実施することが放射性廃棄物管理に係る基本方

針として定められていること 

② 放射性固体廃棄物を管理区域外に運搬する場合の措置として、運搬前に確認

する事項、運搬に関する承認行為等が定められていること 
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③ 放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合の措置として、廃棄する放射性

固体廃棄物に関する記録の作成及び引き渡し、廃棄に関する措置の実施状況

の確認、廃棄に関する承認行為等が定められていること 

④ 輸入廃棄物に関する管理及び確認に関することが定められていること 

⑤ 周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、平常時の環境放射線モニタ

リングの計画の策定並びに当該計画に基づく測定の実施及び評価について

定められていること 

 

（８）第１項第１７号（記録及び報告）並びに第３項第１６号及び第１７号（発電用原

子炉施設及び廃止措置に係る記録及び報告） 

第１項第１７号並びに第３項第１６号及び第１７号について、保安規定審査基準

は、発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理するこ

とが定められていること、実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の

管理に関することが定められていること等を求めている。 

規制庁は、以下に掲げる事項等を確認したことから、第１項第１７号並びに第３

項第１６号及び第１７号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。 

① 実用炉規則の改正を踏まえ、運転段階の発電用原子炉において、ＬＣＯの確

認及びＬＣＯからの逸脱があった場合に講じた措置に関する記録について、

記録すべき場合及び保存期間が定められていること 

② 実用炉規則の改正を踏まえ、廃止措置段階の発電用原子炉において、定期事

業者検査の記録について、記録すべき場合及び保存期間が定められているこ

と 

 

（９）第１項第１８号及び第３項第１８号（発電用原子炉の施設管理） 

第１項第１８号及び第３項第１８号について、保安規定審査基準は、施設管理方

針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びにこれらの評価及び改善につい

て、「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための

措置等に係る運用ガイド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２

５日原子力規制委員会決定）。以下「保安措置等ガイド」という。）を参考として定

められていること等を求めている。 

規制庁は、以下に掲げる事項を確認したことから、第１項第１８号及び第３項第

１８号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。 

① 保安措置等ガイドを踏まえ、設計及び工事も含めた発電用原子炉施設全体を

一体として管理するために、施設管理方針及び施設管理目標の設定、施設管

理の重要度の設定、構成管理の実施等が施設管理計画として定められている

こと 

② 新たな設計又は設計変更に該当する発電用原子炉施設の工事を行う場合に、

当該設計が要求事項を満たすよう品質マネジメントシステム計画に従った
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設計を行うことが設計管理として定められていること 

③ 作業管理として、上記の設計管理の結果に従って工事を実施すること、発電

用原子炉施設の工事及び点検を実施する際に考慮すべき事項等が定められ

ていること 

④ 使用前事業者検査及び定期事業者検査について、検査の独立性を確保した上

で実施することが定められていること 

 

なお、上記のほか、法令改正に伴う用語の修正等の記載の適正化がなされた事項に

ついても適切に反映されていることを確認した。 

 

２．監査業務の見直し等に伴う変更 

（１）第１項第１号及び第３項第１号（関係法令及び保安規定の遵守のための体制） 

第１項第１号及び第３項第１号について、保安規定審査基準は、保安のための関

係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、コンプライアンスに係る体制が確実

に構築されていることが明確となっていること等を求めている。 

規制庁は、監査部門における関係法令及び保安規定の遵守に係る活動について、

これまでの実施部門の管理責任者の下で行うとしていた体制から、監査部門として

独立した体制とし、監査部門の管理責任者である内部監査部門長が関係法令及び保

安規定の遵守を確実に行うための活動を統括すること、関係法令及び保安規定を遵

守する意識を定着させる活動の計画を策定し、実施し、評価を行い、その評価結果

を社長に報告すること等が定められていることを確認したことから、第１項第１号

及び第３項第１号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。 

 

（２）第１項第２号並びに第３項第２号及び第３号（品質マネジメントシステム） 

第１項第２号及び第３項２号について、保安規定審査基準は、要領書、手順書そ

の他保安に関する文書は、重要度に応じて品質マネジメントシステムに係る文書の

階層的な体系における位置付けが明確にされていること等を求めている。また、第

３項第３号について、廃止措置炉保安規定審査基準は、廃止措置の実施に係る組織、

文書規定等を定めること等を求めている。 

規制庁は、実施部門内部監査を廃し、原子力安全管理監査へ内部監査を一本化す

ること及び関係法令及び保安規定を確実に遵守するための活動を電源事業本部長

の統括下から内部監査部門長の統括下で実施する体制へ変更することに伴い、関連

する品質マネジメントシステムの文書について整理を行っていること等を確認し

たことから、第１項第２号並びに第３項第２号及び第３号に関する保安規定審査基

準を満足していると判断した。 

 

（３）第１項第３号（発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織）及び

第３項第４号（廃止措置を行う者の職務及び組織） 
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第１項第３号及び第３項第４号について、保安規定審査基準は、本店及び工場又

は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組

織及び各職位の職務内容が定められていること等を求めている。 

規制庁は、内部監査部門長の職務として、品質マネジメントシステムにおける監

査業務を統括すること、内部監査部門における関係法令及び保安規定の遵守を確実

に行うための活動を統括することが定められていること等を確認したことから、第

１項第３号及び第３項第４号に関する保安規定審査基準を満足していると判断し

た。 


